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平成２７年１１月１９日 

報道関係各位 

銚 子 信 用 金 庫 

 

匝瑳市との地域活性化に関する協定書の締結について 

 

銚子信用金庫（銚子市双葉町５番地の５、理事長：松岡 明夫）は、匝瑳市（市長：太田 安規）

と地域活性化に向けた連携に関する協定書を締結しましたのでお知らせいたします。 

当金庫では、これまでも匝瑳市と様々な分野で連携・協力をさせていただいておりましたが、

今般の「地方創生」の流れを受け、匝瑳市の地域社会の発展と地域経済の活性化のため、更に連

携の強化を図るべく、今回の協定を締結するに至りました。 

本連携協定において、当金庫は金融機関としての金融機能の提供のみならず、人材育成、観光

振興、地場産品や特産品の普及等、非金融面を含めた情報・サービスの提供力を発揮し、地域社

会の持続的な発展に貢献することとしております。 

今回の連携協定を契機に、あらためて地域活性化に向けた様々な取組みを展開してまいります。 

 

記 

１．協定締結日 

  平成２７年１１月１９日（木） 

２．目的 

   相互に緊密に連携しながら、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進すること

により、匝瑳市の地域社会の発展と地域経済の活性化及び市民サービスの向上に資すること

を目的とする。 

３．連携事項 

（１）企業誘致に関すること。 

（２）定住促進・雇用創出に関すること。 

（３）商工業者向けの起業・創業・融資等及び経営支援に関すること。 

（４）農林水産業における担い手育成・販売促進・新商品開発等の振興に資する支援全般に関

すること。 

（５）観光プロモーション活動に関すること。 

（６）福祉・健康・医療等の情報交換に関すること。 

（７）企業・学校等の空き施設の有効利用に資する情報交換に関すること。 

（８）子育て支援等に伴う情報交換に関すること。 

（９）災害等における地域支援に関すること。 

（10）前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。 

以 上 
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本プレスリリースについてのお問い合わせは下記の担当までお願いいたします。 

銚子信用金庫 営業推進部（担当：市田） 

〒288-8686 千葉県銚子市双葉町 5 番地の 5 

Tel：0479-25-2121 Fax：0479-24-4591 e-mail：suishin@choshi-shinkin.co.jp 


